
平
成
三
十
年
七
月
十
七
日
提
出

質

問

第

四

五

五

号

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
我
が
国
の
指
揮
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

篠

原

�

455



国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
我
が
国
の
指
揮
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
連
の
平
和
維
持
軍
は
、
武
力
行
使
を
伴
う
と
は
限
ら
な
い
が
、
た
と
え
武
力
行
使
を
予
定
し
な
い
平
和
維
持
軍
で
あ
っ
て

も
、
戦
闘
に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
性
は
絶
え
ず
存
在
す
る
。

そ
う
し
た
平
和
維
持
軍
で
あ
っ
て
も
、
国
際
紛
争
に
お
け
る
武
力
の
行
使
を
禁
じ
た
憲
法
第
九
条
を
守
る
た
め
に
、
参
加
し

た
自
衛
隊
は
、
み
ず
か
ら
武
力
行
使
を
し
な
い
、
か
つ
当
該
平
和
維
持
軍
の
行
う
武
力
行
使
と
一
体
化
し
な
い
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
参
加
五
原
則
は
、
特
に
、
紛
争
当
事
者
間
で
の
停
戦
合
意
が
崩
れ
平
和
維
持
軍
が
武
力
行
使
を
す
る
場

合
、
我
が
国
部
隊
は
当
該
平
和
維
持
軍
か
ら
撤
収
す
る
こ
と
、
ま
た
、
武
器
の
使
用
は
、
我
が
国
部
隊
の
要
員
の
生
命
等
の
防

護
に
必
要
最
小
限
の
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
自
衛
隊
の
派
遣
部
隊
に
対

す
る
我
が
国
の
指
揮
権
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
日
本
政
府
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
案
の
審
議
以
来
、
自
衛
隊
は
国
連
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
司
令
官
）
の
「
指
図
」
は
受
け
る
が
、

「
指
揮
」
下
に
は
入
ら
な
い
、
国
連
に
は
各
国
部
隊
に
対
す
る
作
戦
統
制
権
は
あ
る
が
、
強
制
力
を
担
保
す
る
命
令
不
服
従
に

対
す
る
懲
戒
権
な
ど
が
な
い
の
で
「
指
揮
」
で
は
な
い
、
指
揮
権
は
あ
く
ま
で
東
京
（
日
本
政
府
）
に
あ
る
と
し
た
政
府
見
解

一



が
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
答
弁
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
改
め
て
、
こ
の
我
が
国
の
指
揮
権
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を

確
認
す
る
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。

一

国
連
と
の
二
重
指
揮
権

Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
案
の
審
議
に
際
し
、
国
連
の
モ
デ
ル
協
定
案
等
に
、
「
①
す
べ
て
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
、
国
連
安
保
理
に
対
し
て
責
任

を
負
う
国
連
事
務
総
長
の
指
揮
下
に
入
る
。
②
作
戦
に
か
か
わ
る
事
項
は
、
事
務
総
長
の
権
限
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
軍
事
要

員
は
、
事
務
総
長
の
命
を
受
け
た
現
地
司
令
官
の
指
揮
下
に
入
り
、
出
身
国
の
指
揮
を
受
け
な
い
こ
と
が
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
基
本

原
則
で
あ
る
。
こ
れ
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
、
作
戦
上
あ
る
い
は
政
治
的
に
重
大
な
困
難
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
出
身
国

が
権
限
を
行
使
で
き
る
の
は
『
給
与
』
と
『
規
律
問
題
』
で
あ
る
」
と
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

て
、
我
が
国
の
自
衛
隊
は
、
基
本
的
に
国
連
事
務
総
長
と
そ
の
命
を
受
け
た
現
地
Ｐ
Ｋ
Ｏ
司
令
官
の
指
揮
権
下
に
置
か
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
に
国
連
の
コ
マ
ン
ド
は
「
指
図
」
で
あ
っ
て
、
指
揮
権
は
あ
く
ま
で
我
が
国
に
あ
る
と
の
先
述
の
政
府
統
一
見

解
が
ま
と
め
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
、
我
が
国
に
あ
る
と
さ
れ
た
指
揮
権
の
実
態
で
あ
る
。
そ
れ
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
つ
い
て
、
見
て

二



み
る
と
、
我
が
国
は
、
一
九
九
二
年
九
月
、
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
（
国
連
カ
ン
ボ
ジ
ア
暫
定
統
治
機
構
）
に
対
し
自
衛
隊
施
設
大
隊

六
百
人
（
二
回
、
延
べ
千
二
百
人
）
、
停
戦
監
視
要
員
と
し
て
の
自
衛
官
八
人
（
二
回
、
延
べ
十
六
人
）
を
派
遣
し
て
、
Ｕ

Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
任
務
が
終
了
す
る
一
九
九
三
年
九
月
ま
で
国
際
平
和
協
力
業
務
に
当
た
っ
た
。
ま
た
、
文
民
で
は
、
一
九
九
二

年
十
月
か
ら
警
察
官
七
十
五
人
、
一
九
九
三
年
五
月
か
ら
選
挙
監
視
要
員
四
十
一
人
を
派
遣
し
た
。

自
衛
隊
の
派
遣
に
当
た
っ
て
は
、
紛
争
当
事
者
の
一
つ
で
あ
る
ポ
ル
・
ポ
ト
派
の
停
戦
合
意
違
反
が
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
た
の
で
、
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
対
し
、
当
初
要
請
が
あ
っ
た
施
設
部
隊
の
担
当
場
所
を
ポ
ル
・
ポ
ト
派
支
配
地
域
に
つ
な
が

る
国
道
十
、
十
二
号
線
で
は
な
く
二
、
三
号
線
に
切
り
替
え
、
ま
た
、
停
戦
監
視
要
員
の
派
遣
地
域
も
、
ポ
ル
・
ポ
ト
派
の

い
る
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
境
付
近
を
避
け
る
よ
う
交
渉
し
て
、
よ
う
や
く
派
遣
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

自
衛
隊
が
派
遣
さ
れ
た
後
も
、
ポ
ル
・
ポ
ト
派
は
、
益
々
大
規
模
か
つ
同
時
多
発
的
な
襲
撃
、
戦
闘
を
展
開
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
極
め
て
危
険
な
状
況
下
で
我
が
国
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
が
続
け
ら
れ
る
中
、
一
九
九
三
年
四
月
八
日
に
国
連
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
中
田
厚
仁
氏
が
、
ま
た
、
五
月
四
日
に
は
文
民
警
察
要
員
の
�
田
晴
行
警
部
補
が
任
務
の
最
中
に
殉
職
す
る
と
い

う
事
件
が
発
生
し
た
。

政
府
は
五
月
八
日
、
村
田
自
治
相
兼
国
家
公
安
委
員
長
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
派
遣
し
、
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
対
し
、
①
危
険
地
域

三



に
配
置
さ
れ
て
い
る
日
本
人
文
民
警
察
官
を
安
全
地
域
に
再
配
置
す
る
こ
と
、
②
五
月
十
六
日
カ
ン
ボ
ジ
ア
入
り
す
る
日
本

人
選
挙
監
視
要
員
を
自
衛
隊
の
施
設
部
隊
が
展
開
す
る
タ
ケ
オ
州
に
配
置
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
た
。
そ
の
結
果
、
②
に
つ

い
て
は
、
選
挙
要
員
を
自
国
の
派
遣
部
隊
の
展
開
地
域
に
配
置
す
る
と
い
う
原
則
を
確
認
す
る
形
で
同
意
を
獲
得
し
た
が
、

①
の
再
配
置
に
つ
い
て
は
、
日
本
だ
け
を
特
別
扱
い
で
き
な
い
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
。

ま
た
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
入
り
し
た
村
田
自
治
相
と
日
本
人
文
民
警
察
官
十
三
人
の
懇
談
が
行
わ
れ
た
際
、
殉
職
し
た
�
田
警

視
と
任
地
を
同
じ
く
し
て
い
た
警
官
四
人
が
バ
ン
コ
ク
経
由
で
プ
ノ
ン
ペ
ン
入
り
し
た
行
為
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
文
民
警
察

部
門
責
任
者
の
ク
ラ
ス
・
ル
ー
ス
准
将
な
ど
か
ら
「
勝
手
な
任
地
離
れ
だ
」
と
批
判
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
派
遣
要
員
あ
る
い
は
部
隊
に
対
す
る
指
揮
権
は
、
国
連
の
「
指
図
」
と
競
合
し
、
決
し
て
完
全
な
も
の
と

は
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
「
不
完
全
な
指
揮
権
」
の
実
態
は
、
決
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
Ｐ
Ｋ
Ｏ
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
他
の
Ｐ

Ｋ
Ｏ
で
も
生
じ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
確
か
に
我
が
国
が
自
衛
隊
部
隊
に
対
す
る
指
揮
権
は
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
「
不
完
全
な
指
揮
権
」
で
あ

れ
ば
、
必
ず
し
も
自
衛
隊
部
隊
の
活
動
を
憲
法
の
枠
内
に
収
め
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る

が
、
こ
の
点
に
関
す
る
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

四



二

駆
け
付
け
警
護

改
正
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
駆
け
付
け
警
護
、
離
れ
た
場
所
で
国
連
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
職
員
ら
が
武
装
集
団
な
ど
に
襲
わ
れ

た
際
、
自
衛
隊
の
施
設
部
隊
が
武
器
を
持
っ
て
助
け
に
行
く
任
務
は
、
施
設
部
隊
と
し
て
の
本
来
任
務
を
果
た
し
て
い
る
状

況
下
に
、
緊
急
に
、
歩
兵
部
隊
と
し
て
の
任
務
を
本
来
の
任
務
地
を
離
れ
て
遂
行
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
、
そ
の
危
険

性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
よ
う
に
、
国
連
の
指
揮
権
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
極
め
て
大
き
く
、
我
が

国
の
判
断
だ
け
で
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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